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新潟県後期高齢者医療広域連合 

 

 



 

 



議会２月定例会提出議案 

議案番号 議      件      名 
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４ 
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１０ 
 
 

１１ 
 
 

 

 専決処分について 

  専決第３号 新潟県市町村総合事務組合規約の変更について 
 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改 
正について 

 

 
新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例 

の一部改正について 

 
 

新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例等の一部改正について 

 
 

 新潟県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関す 

る条例の一部改正について 
 

 

 新潟県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例 
の一部改正について 

 

 
新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の一部改正 

について 

 
 

 平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２ 
号）について 
 
 

平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計 
補正予算（第２号）について 
 
 
平成２８年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計予算について 
 
 
平成２８年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計 
予算について 

 



 



 

 

議案第１号 

 

専決処分について 

 

 下記事件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条の規定により準

用する同法第１７９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。 

 

  平成２８年２月２８日提出 

 

             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 

 

記 

 

専決第３号 新潟県市町村総合事務組合規約の変更について 

 



 

 

 

 

 



専決第３号 

 

専  決  処  分  書 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1 項の規定により議会の議決すべ

き事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らか

であると認め、次のとおり専決処分する。 

 

   新潟県市町村総合事務組合規約の変更について 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 286 条第 1 項の規定により、新潟県市町村

総合事務組合規約を次のとおり変更するものとする。 

 

  平成 27年 12月 2日専決 

 

           新潟県後期高齢者医療広域連合 連合長 篠田 昭   

 

   新潟県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 新潟県市町村総合事務組合規約（平成 16 年総行市第 30 号許可）の一部を次のよう

に変更する。 

第 12条中「教育委員会委員長」を「教育委員会教育長」に改める。 

別表第 2の 4の項中「第 17条第 4項」を「第 17条の 2第 2項」に、「採用及び昇任

試験」を「採用試験及び同法第 21条の 4第 1項に規定する昇任試験」に改め、同表 6

の項中「小千谷市」を「新発田市、小千谷市」に改め、同表 7 の項中「三条市」の次

に「、新発田市」を加える。 

   附 則 

この規約は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

  



 

 

 

 

 



議案第２号 

 

  新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

 

 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を次のように定める。 

 

  平成２８年２月２８日提出 

 

             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

  

 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成１９年新潟県後期高

齢者医療広域連合条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 

第９条中「平成２６年度及び平成２７年度」を「平成２８年度及び平成２９年度」に改

める。 

第１０条中「平成２６年度及び平成２７年度」を「平成２８年度及び平成２９年度」に

改める。 

 第１５条第１項第２号中「２６万円」を「２６万５千円」に改める。 

第１５条第１項第３号中「４７万円」を「４８万円」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平成

２８年度以後の年度分の保険料について適用し、平成２７年度分までの保険料について

は、なお従前の例による。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第３号 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部改正

について 

 

 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

 

  平成２８年２月２８日提出 

 

             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 

 

   新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を 

改正する条例 

  

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例（平成２０年新潟

県後期高齢者医療広域連合条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 

附則第２項中「平成２８年３月３１日」を「平成２８年５月３１日」に改める。 

    

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



 

 

 



 

議案第４号 

 

   新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例等の一部改正について 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例等の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

  平成２８年２月２８日提出 

 

             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例等の一部を改正する条例 

 

（新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例の一部改正） 

第１条 新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例（平成１９年新潟県後期高齢者医療

広域連合条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第３条第８号中「、異議申立て」及び「、決定」を削る。 

第１９条第２項第４号中「ことのある」を削る。 

   

（新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の一部改正） 

第２条 新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開条例（平成１９年新潟県後期高齢者医療

広域連合条例第７号）の一部を次のように改正する。 

目次中「不服申立て等」を「審査請求等」に改める。 

第３章の章名を次のように改める。 

 第３章 審査請求等 

第２０条第１項中「について行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）による不

服申立て」を「又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法（平成２６年法律第

６８号）による審査請求」に、「当該不服申立てに対する決定」を「当該審査請求に対す

る裁決」に改め、同項第１号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同項第２号中「決

定で、不服申立てに係る開示決定等（開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決

定を除く。以下この号及び第２２条において同じ。）を取り消し、又は変更し、当該不服

申立て」を「裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求」に、「当該開示決定等」

を「当該行政文書の開示」に改め、同条第２項中「前項」を「第１項」に、「不服申立て」

を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次

に次の１項を加える。 
２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用す

る同法第２９条第２項の弁明書の写しを添えてしなければならない。 

  第２０条に次の１項を加える。 

４ 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法

第９条第１項、第１７条、第２４条、第２章第３節及び第４節並びに第５０条第２項



 

の規定は、適用しない。 

  第２１条第１号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、「参加人」の次に「（行政

不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条において同

じ。）」を加え、同条第２号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条第３号中「当

該不服申立てに係る開示決定等」を「当該審査請求に係る行政文書の開示」に、「不服申

立人」を「審査請求人」に改める。 

  第２２条の見出しを「（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続）」に改

め、同条各号列記以外の部分中「決定」を「裁決」に、同条第１号中「不服申立て」を

「審査請求」に、「する決定」を「する裁決」に改め、同条第２号中「不服申立て」を「審

査請求」に改め、「係る開示決定等」の次に「（開示請求に係る行政文書の全部を開示す

る旨の決定を除く。）」を加え、「当該開示決定等」を「当該審査請求」に、「の決定」を

「の裁決」に改める。 

 

（新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第３条 新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１９年

新潟県後期高齢者医療広域連合条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３号を次のように改める。 

  (3) 保有個人情報 個人情報保護条例第２条第５号に規定する保有個人情報をいう。 

第３条第１号中「第２０条」を「第２０条第１項」に、「不服申立て」を「審査請求」

に改め、同条第２号中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

  第８条第１項及び同条第３項中「不服申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」

に、「個人情報」を「保有個人情報」に改め、同条第４項中「不服申立て」を「審査請求」

に、「不服申立人」を「審査請求人」に、「参加人」の次に「（行政不服審査法（平成２６

年法律第６８号）第１３条第４項に規定する参加人をいう。次条第２項及び第１３条第

３項において同じ。）」を加え、「不服申立人等」を「審査請求人等」に改める。 

  第９条第１項中「不服申立人等」を「審査請求人等」に改め、同条第２項中「不服申

立人」を「審査請求人」に改める。 

  第１０条第１項中「不服申立人等」を「審査請求人等」に改め、同条第２項を削る。 

 第１１条の見出しを「（提出資料の写しの送付等）」に改め、同条第２項中「前項」を

「第２項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第１項中「不服申立人等」を「審査請

求人等」に改め、「資料の閲覧」の次に「（電磁的記録にあっては、記録された事項を審

査会が定める方法により表示したものの閲覧）」を加え、同項を同条第２項とし、同項の

次に次の１項を加える。 

３ 審査会は、第１項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧若しくは複写

をさせようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは複写に係る意見書又は資料を提

出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要が

ないと認めるときは、この限りでない。 

第１１条に第１項として次のように加える。 

   審査会は、第８条第３項、第４項若しくは前条の規定による意見書又は資料の提出

があったときは、当該意見書又は資料の写し（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式



 

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同

じ。）にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面）を当該意見書又

は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、

第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるとき

は、この限りでない。 

 第１２条中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

 第１３条第３項中「不服申立人」を「審査請求人」に改める。 

 

（新潟県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一部改正） 

第４条 新潟県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成１９年新潟県後期高齢者

医療広域連合条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「不服申立て等」を「審査請求等」に改める。 

第２７条の３第１項及び同条第２項中「訂正決定等」を「訂正請求に対する決定等」

に改める。 

第２８条第１項中「前条第１項」を「第２７条第１項」に改める。 

第２９条の２第２項中「利用停止請求」を「利用停止等請求」に改める。 

第４章の章名を次のように改める。 

第４章 審査請求等 

第３３条の見出しを「（審査請求があった場合の手続）」に改め、同条第１項中「又は

利用停止等決定等」を「若しくは利用停止等決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利

用停止等請求に係る不作為」に、「行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）」を「行

政不服審査法（平成２６年法律第６８号）」に、「基づく不服申立て」を「基づく審査請

求」に、「決定を」を「裁決を」に改め、同項各号を次のように改める。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開

示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されて

いるときを除く。 

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をす

ることとするとき。 

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止

等をすることとするとき。 

第３３条第２項中「不服申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改め、同条

に次の１項を加える。 

３ 第１項の審査請求については、行政不服審査法第９条第１項、第１７条、第２４条、

第２章第３節及び第４節並びに第５０条第２項の規定は、適用しない。 

第３４条第１号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、「参加人」の次に「（行政

不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条第２号におい

て同じ。）」を加え、同条第２号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条第３号

中「当該不服申立てに係る開示決定等」を「当該審査請求に係る保有個人情報の開示」



 

に、「不服申立人」を「審査請求人」に改める。 

第３５条の見出しを「（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続）」に改

め、同条各号列記以外の部分中「決定」を「裁決」に、同条第１号中「不服申立て」を

「審査請求」に、「する決定」を「する裁決」に改め、同条第２号中「不服申立て」を「審

査請求」に改め、「係る開示決定等」の次に「（開示請求に係る保有個人情報の全部を開

示する旨の決定を除く。）」を加え、「当該開示決定等」を「当該審査請求」に、「の決定」

を「の裁決」に改める。 

 

附 則 

この条例は、平成２８年４月 1日から施行する。 



議案第５号 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一

部改正について 

 

 新潟県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改

正する条例を次のように定める。 

 

  平成２８年２月２８日提出 

 

             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部

を改正する条例 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１９

年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、同条第６号中「及び勤務成績の評

定」を削り、同号を同条第７号とし、第２号から第５号までを１号ずつ繰り下げ、同条第

１号の次に次の１号を加える。 

(2) 職員の人事評価の状況 

 第５条第２号中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第６号 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に

ついて 

 

 新潟県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

 

  平成２８年２月２８日提出 

 

             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１９年新潟

県後期高齢者医療広域連合条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第７号 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の一部改正について 

 

 新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の一部を次のように定める。 

 

  平成２８年２月２８日提出 

 

             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例（平成１９年新潟県後期高齢

者医療広域連合条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改め、「職員」の次に「又は職員以

外の者」を加える。 

第２条第１号中「離れて」の次に「旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住

所又は居所を離れて」を加える。 

 第３条第１項中「場合」の次に「又は職員以外の者が広域連合の依頼に応じ、出張した

場合」を加え、同条に次の１項を加える。 

８ 第１項の規定により、職員以外の者が出張した際に支給する旅費については、この条

例による職員の旅費との均衡を考慮し規則で定める。 

 第１６条第２項中「２０円」を「２２円」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

議案第８号 

 

平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）について 

 

 平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）は、別紙のと

おりとする。 

 

平成２８年２月２８日提出 

 

 

             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 

 



 
 

 



平成２７年度 

一般会計補正予算書（第２号） 

付・予算に関する説明書 

新潟県後期高齢者医療広域連合 





議案第８号別紙 

平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号） 

平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合の一般会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２，５０３千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ １，３１０，２６７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成２８年２月２８日提出 

新潟県後期高齢者医療広域連合 

連合長  篠田 昭 



歳 入

第１表　歳入歳出予算補正

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に か か る 額

歳 入 合 計

                                                  -1-                                                 

 1分 担 金 及 び 負 担 金 974,316 △24,378 949,938

 1負 担 金 974,316 △24,378 949,938

 5繰 越 金 77,563 36,830 114,393

 1繰 越 金 77,563 36,830 114,393

 6諸 収 入 150,951 51 151,002

 2雑 入 150,851 51 150,902

94,934 94,934

1,297,764 12,503 1,310,267



歳 出
（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に か か る 額

歳 出 合 計

                                                  -2-                                                 

 2総 務 費 1,296,375 12,503 1,308,878

 1総 務 管 理 費 1,296,121 12,503 1,308,624

1,389 1,389

1,297,764 12,503 1,310,267



歳入歳出事項別明細書
総 括

歳 入
（単位：千円）

款 　 　 計 　 　　 補 正 額 　補 正 前 の 額

補正されなかった款にかかる額

歳 入 合 計

                                                  -3-                                                 

　１

　５

　６

分 担 金 及 び 負 担 金

繰 越 金

諸 収 入

974,316

77,563

150,951

94,934

1,297,764

△24,378

36,830

51

12,503

949,938

114,393

151,002

94,934

1,310,267



歳 出

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

（単位：千円）

国県支出金

　　計　　補正前の額 補 正 額

                                                  -4-                                                 

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

 2総 務 費 1,296,375

1,389

1,297,764

12,503

12,503

1,308,878

1,389

1,310,267 0 0

51

51

12,452

12,452

補正されなかった

款 に か か る 額

歳 出 合 計



目

款

項

                                               -5-                                               

歳 入

補 正 前 の 額 補 正 額     計     

 1 分担金及び負担金

  1 負担金

   1 市町村負担金

 5 繰越金

  1 繰越金

   1 繰越金

 6 諸収入

  2 雑入

   1 雑入

     歳     入     合     計

974,316

974,316

974,316

77,563

77,563

77,563

150,951

150,851

150,851

1,202,830

△24,378

△24,378

△24,378

36,830

36,830

36,830

51

51

51

12,503

949,938

949,938

949,938

114,393

114,393

114,393

151,002

150,902

150,902

1,215,333



金 額区 分

説 明

節

                                               -6-                                               

（単位：千円）

 1 

 1 

 1 

事 務 費 負 担 金

繰 越 金

雑 入

△24,378

36,830

51

共通経費負担金                      △24,378

前年度繰越金                          36,830

特別対策補助金精算金                      51



歳 出

国県支出金

補正前の額  計  

                                                 -7-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

補 正 額

  2 総務費

   1 総務管理費

    1 一般管理費
 (他) 雑入                    51

歳 出 合 計   

1,296,375

1,296,121

1,296,121

1,297,764

12,503

12,503

12,503

12,503

1,308,878

1,308,624

1,308,624

1,310,267 0 0

51

51

51

51

12,452

12,452

12,452

12,452



（単位：千円）

                                                                                             2  総務費

                                                 -8-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

23 

28 

償還金利子及び割引料          

繰出金                        

4,231

8,272

001 一般管理事務費                    12,503
   特別調整交付金返還金             4,231   
   特別会計事務費繰出金             8,272   



 



 
 

議案第９号 

 

平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第２号）について 

 

 平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

は、別紙のとおりとする。 

 

平成２８年２月２８日提出 

 

 

             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 



 
 

 



平成２７年度 

後期高齢者医療特別会計 

補正予算書（第２号） 

付・予算に関する説明書 

新潟県後期高齢者医療広域連合 





議案第９号別紙 

平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合 

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ２７，３７１千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ ２６６，９０８，６６５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成２８年２月２８日提出 

新潟県後期高齢者医療広域連合 

連合長  篠田 昭 



歳 入

第１表　歳入歳出予算補正

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に か か る 額

歳 入 合 計

                                                  -1-                                                 

 3県 支 出 金 21,615,844 △300,000 21,315,844

 2県財政安定化基金支出金 300,000 △300,000 0

 7繰 入 金 2,986,586 8,272 2,994,858

 1一 般 会 計 繰 入 金 886,069 8,272 894,341

 8繰 越 金 6,973,314 319,099 7,292,413

 1繰 越 金 6,973,314 319,099 7,292,413

235,305,550 235,305,550

266,881,294 27,371 266,908,665



歳 出
（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に か か る 額

歳 出 合 計

                                                  -2-                                                 

 1総 務 費 1,354,641 318,417 1,673,058

 1総 務 管 理 費 1,354,641 318,417 1,673,058

 2保 険 給 付 費 257,816,168 △300,000 257,516,168

 1療 養 諸 費 248,435,675 △300,000 248,135,675

 6諸 支 出 金 7,080,580 8,954 7,089,534

 1償還金及び還付加算金 7,080,579 8,954 7,089,533

629,905 629,905

266,881,294 27,371 266,908,665



歳入歳出事項別明細書
総 括

歳 入
（単位：千円）

款 　 　 計 　 　　 補 正 額 　補 正 前 の 額

補正されなかった款にかかる額

歳 入 合 計

                                                  -3-                                                 

　３

　７

　８

県 支 出 金

繰 入 金

繰 越 金

21,615,844

2,986,586

6,973,314

235,305,550

266,881,294

△300,000

8,272

319,099

27,371

21,315,844

2,994,858

7,292,413

235,305,550

266,908,665



歳 出

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

（単位：千円）

国県支出金

　　計　　補正前の額 補 正 額

                                                  -4-                                                 

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

 1

 2

 6

総 務 費

保 険 給 付 費

諸 支 出 金

1,354,641

257,816,168

7,080,580

629,905

266,881,294

318,417

△300,000

8,954

27,371

1,673,058

257,516,168

7,089,534

629,905

266,908,665

△300,000

△300,000 0

8,272

8,272

310,145

8,954

319,099

補正されなかった

款 に か か る 額

歳 出 合 計



目

款

項

                                               -5-                                               

歳 入

補 正 前 の 額 補 正 額     計     

 3 県支出金

  2 県財政安定化基金支出金

   1 県財政安定化基金交付金

 7 繰入金

  1 一般会計繰入金

   1 一般会計繰入金

 8 繰越金

  1 繰越金

   1 繰越金

     歳     入     合     計

21,615,844

300,000

300,000

2,986,586

886,069

886,069

6,973,314

6,973,314

6,973,314

31,575,744

△300,000

△300,000

△300,000

8,272

8,272

8,272

319,099

319,099

319,099

27,371

21,315,844

0

0

2,994,858

894,341

894,341

7,292,413

7,292,413

7,292,413

31,603,115



金 額区 分

説 明

節

                                               -6-                                               

（単位：千円）

 1 

 1 

 1 

県 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金

事 務 費 繰 入 金

繰 越 金

△300,000

8,272

319,099

県財政安定化基金交付金             △300,000

事務費繰入金                           8,272

前年度繰越金                         319,099



歳 出

国県支出金

補正前の額  計  

                                                 -7-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

補 正 額

  1 総務費

   1 総務管理費

    1 一般管理費
 (他) 事務費繰入金         8,272

1,354,641

1,354,641

1,354,641

318,417

318,417

318,417

1,673,058

1,673,058

1,673,058

8,272

8,272

8,272

310,145

310,145

310,145



（単位：千円）

                                                                                             1  総務費

                                                 -8-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

19 

25 

負担金、補助及び交付金        

積立金                        

8,272

310,145

001 業務一般管理事務費                 8,272
   派遣職員人件費等負担金           8,272   
                                            
005 医療財政調整基金経費             310,145
   医療財政調整基金積立金         310,145   



国県支出金

補正前の額  計  

                                                 -9-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

補 正 額

  2 保険給付費

   1 療養諸費

    1 療養給付費
 (県) 県財政安定化基金交付金    
                       △300,000

257,816,168

248,435,675

240,338,267

△300,000

△300,000

△300,000

257,516,168

248,135,675

240,038,267

△300,000

△300,000

△300,000



（単位：千円）

                                                                                         2  保険給付費

                                                 -10-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

19 負担金、補助及び交付金        △300,000 001 療養給付費                     △300,000
   療養給付費                   △300,000   



国県支出金

補正前の額  計  

                                                 -11-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

補 正 額

  6 諸支出金

   1 償還金及び還
     付加算金     

    1 保険料還付金

    2 償還金

    3 還付加算金

歳 出 合 計   

7,080,580

7,080,579

25,000

7,055,182

397

266,881,294

8,954

8,954

7,800

554

600

27,371

7,089,534

7,089,533

32,800

7,055,736

997

266,908,665 △300,000 0 8,272

8,954

8,954

7,800

554

600

319,099



（単位：千円）

                                                                                           6  諸支出金

                                                 -12-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

23 

23 

23 

償還金利子及び割引料          

償還金利子及び割引料          

償還金利子及び割引料          

7,800

554

600

001 保険料還付金                       7,800
   保険料還付金                     7,800   

001 償還金                               554
   特別調整交付金返還金               554   

001 還付加算金                           600
   還付加算金                         600   



 



 
 

議案第１０号 

 

平成２８年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計予算について 

 

 平成２８年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計予算は、別紙のとおりとする。 

 

平成２８年２月２８日提出 

 

 

             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 

 



 
 

 



 

 

 

平成２８年度 

 

一 般 会 計 予 算 書 

付・予算に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合 

 

 

 





議案第１０号別紙 

 

平成２８年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計予算 

 

 

平成２８年度新潟県後期高齢者医療広域連合の一般会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算） 

１ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９７６，９４７千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

 

 

 

平成２８年２月２８日提出 

新潟県後期高齢者医療広域連合 

連合長  篠田 昭 

 

 

 



歳 入

第１表　歳入歳出予算

（単位：千円）

款 項 金 額

歳 入 合 計

                                                  -1-                                                 

 1 分 担 金 及 び 負 担 金 973,393

 1 負 担 金 973,393

 2 国 庫 支 出 金 3,165

 1 国 庫 補 助 金 3,165

 3 繰 越 金 1

 1 繰 越 金 1

 4 諸 収 入 388

 1 預 金 利 子 100

 2 雑 入 288

976,947



歳 出
（単位：千円）

款 項 金 額

歳 出 合 計

                                                  -2-                                                 

 1 議 会 費 1,315

 1 議 会 費 1,315

 2 総 務 費 975,532

 1 総 務 管 理 費 975,331

 2 選 挙 費 68

 3 監 査 委 員 費 133

 3 予 備 費 100

 1 予 備 費 100

976,947



歳入歳出事項別明細書
総 括

歳 入
（単位：千円）

款 比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額

歳 入 合 計

                                                  -3-                                                 

　１

　２

　３

　４

　　

　　

分 担 金 及 び 負 担 金

国 庫 支 出 金

繰 越 金

諸 収 入

財 産 収 入

繰 入 金

973,393

3,165

1

388

0

0

976,947

974,316

1,957,705

1

383

300

6,978

2,939,683

△923

△1,954,540

0

5

△300

△6,978

△1,962,736



歳 出

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

（単位：千円）

国県支出金

比 較

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

                                                  -4-                                                 

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

 1

 2

 3

議 会 費

総 務 費

予 備 費

1,315

975,532

100

976,947

1,289

2,938,294

100

2,939,683

26

△1,962,762

0

△1,962,736

3,165

3,165 0

288

288

1,315

972,079

100

973,494歳 出 合 計



目

款

項

                                               -5-                                               

歳 入

本年 度予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

 1 分担金及び負担金

  1 負担金

   1 市町村負担金

 2 国庫支出金

  1 国庫補助金

   1 民生費国庫補助金

 3 繰越金

  1 繰越金

   1 繰越金

 4 諸収入

  1 預金利子

   1 預金利子

  2 雑入

   1 雑入

   財産収入

    財産運用収入

     利子及び配当金

   繰入金

    基金繰入金

     臨時特例基金繰入金

     歳     入     合     計

973,393

973,393

973,393

3,165

3,165

3,165

1

1

1

388

100

100

288

288

0

0

0

0

0

0

976,947

974,316

974,316

974,316

1,957,705

1,957,705

1,957,705

1

1

1

383

100

100

283

283

300

300

300

6,978

6,978

6,978

2,939,683

△923

△923

△923

△1,954,540

△1,954,540

△1,954,540

0

0

0

5

0

0

5

5

△300

△300

△300

△6,978

△6,978

△6,978

△1,962,736



金 額区 分

説 明

節

                                               -6-                                               

（単位：千円）

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

事 務 費 負 担 金

社 会 福 祉 費 補 助 金

繰 越 金

預 金 利 子

雑 入

973,393

3,165

1

100

288

共通経費負担金                       973,393

特別調整交付金                         2,104
後期高齢者医療制度事業費補助金（医療費適正化
等推進事業分）                         1,061

前年度繰越金                               1

預金利子                                 100

職員宿舎利用者負担分                      72
職員駐車場利用者負担分                   216

廃目                                    

廃目                                    



歳 出

国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -7-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  1 議会費

   1 議会費

    1 議会費

1,315

1,315

1,315

1,289

1,289

1,289

26

26

26

1,315

1,315

1,315



（単位：千円）

                                                                                             1  議会費

                                                 -8-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

 1 

 9 

11 

14 

報酬                          

旅費                          

需用費                        

使用料及び賃借料              

656

448

42

169

001 議会運営費                         1,315
   議長報酬                            30   
   副議長報酬                          24   
   議員報酬                           602   
   費用弁償                           448   
   食糧費                              42   
   会場借上料                         133   
   自治会館駐車場使用料                36   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -9-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  2 総務費

   1 総務管理費

    1 一般管理費
 (国) 特別調整交付金       2,104
 (国) 後期高齢者医療制度事業費補
      助金（医療費適正化等推進事
      業分）               1,061
 (他) 職員宿舎利用者負担分    72
 (他) 職員駐車場利用者負担分 216

975,532

975,331

975,331

2,938,294

2,938,040

2,938,040

△1,962,762

△1,962,709

△1,962,709

3,165

3,165

3,165

288

288

288

972,079

971,878

971,878



（単位：千円）

                                                                                             2  総務費

                                                 -10-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

 1 

 8 

 9 

11 

12 

13 

14 

18 

19 

28 

報酬                          

報償費                        

旅費                          

需用費                        

役務費                        

委託料                        

使用料及び賃借料              

備品購入費                    

負担金、補助及び交付金        

繰出金                        

213

346

957

3,167

2,211

18,042

16,477

200

62,357

871,361

001 一般管理事務費                   907,542
   連合長報酬                          60   
   副連合長報酬                        48   
   情報公開・個人情報保護審査会委員         
   報酬                               105   
   高齢者医療研究会委員謝礼           112   
   法律相談謝礼                       108   
   費用弁償                           116   
   普通旅費                           791   
   消耗品費                         3,036   
   燃料費                              60   
   食糧費                              17   
   修繕料                              50   
   通信運搬費                       1,999   
   手数料                             203   
   事務機器保守委託料                 415   
   例規保守委託料                     162   
   広報チラシ等作成業務委託料       9,884   
   文書廃棄業務委託料                 106   
   地方公会計導入業務委託料         3,390   
   事務用ファイルサーバー移設業務委         
   託料                               162   
   会場借上料                         454   
   タクシー使用料                      48   
   レンタカー使用料                   360   
   自治会館駐車場使用料                74   
   高速道路等使用料                 2,612   
   駐車場使用料                         3   
   テレビ受信料                        15   
   事務室借上料                     9,211   
   事務機器賃借料                   1,980   
   事務用ファイルサーバ賃借料         229   
   事務所備品購入費                   200   
   新潟県市町村総合事務組合負担金      66   
   地方公共団体情報システム機構負担         
   金                                  45   
   全国後期高齢者医療広域連合協議会         
   分担金                              60   
   特別会計事務費繰出金           871,361   

002 職員派遣関係経費                  63,560
   職員宿舎借上料                     720   
   職員駐車場借上料                   740   
   派遣職員人件費等負担金          62,100   

003 後期高齢者医療制度事業費           2,124
   広報チラシ等作成業務委託料       2,124   

005 特別調整交付金事業費               2,105
   医療懇談会委員謝礼                 126   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -11-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳



（単位：千円）

                                                                                             2  総務費

                                                 -12-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

   医療懇談会委員費用弁償              50   
   食糧費                               4   
   医療懇談会郵送料                     9   
   臓器提供意思表示関連委託料         648   
   広報チラシ等作成業務委託料       1,151   
   会場借上料                          29   
   自治会館駐車場使用料                 2   
   新潟県保険者協議会負担金            86   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -13-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

   2 選挙費

    1 選挙管理委員
      会費

68

68

102

102

△34

△34

68

68



（単位：千円）

                                                                                             2  総務費

                                                 -14-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

 1 

 9 

報酬                          

旅費                          

58

10

001 選挙管理委員会費                      68
   委員報酬                            58   
   費用弁償                            10   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -15-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

   3 監査委員費

    1 監査委員費

133

133

152

152

△19

△19

133

133



（単位：千円）

                                                                                             2  総務費

                                                 -16-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

 1 

 9 

14 

報酬                          

旅費                          

使用料及び賃借料              

96

32

5

001 監査委員費                           133
   委員報酬                            96   
   費用弁償                            32   
   会場借上料                           5   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -17-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  3 予備費

   1 予備費

    1 予備費

歳 出 合 計   

100

100

100

976,947

100

100

100

2,939,683

0

0

0

△1,962,736 3,165 0 288

100

100

100

973,494



（単位：千円）

                                                                                             3  予備費

                                                 -18-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

001 予備費                               100
   予備費                             100   



給与費明細書

　特別職 （単位：千円）

報酬 給料
期末
手当

地域
手当

寒冷地
手当

その他
手当

計

長等
2 108 108 108

議員
30 656 656 656

その他
特別職 11 259 259 259

計
43 1,023 1,023 1,023

長等
2 108 108 108

議員
30 656 656 656

その他
特別職 11 253 253 253

計
43 1,017 1,017 1,017

長等
0 0 0 0

議員
0 0 0 0

その他
特別職 0 6 6 6

計
0 6 6 6

備考

比
較

 　長等とは連合長及び副連合長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

合計
備
考

本
年
度

前
年
度

区分
職員数
（人）

給与費
共済費

- 19 -



 
 

議案第１１号 

 

平成２８年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算について 

 

 平成２８年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算は、別紙のと

おりとする。 

 

平成２８年２月２８日提出 

 

 

             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 



 
 

 



 

 

 

平成２８年度 

 

後期高齢者医療特別会計予算書 

付・予算に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合 

 

 

 





議案第１１号別紙 

 

平成２８年度新潟県後期高齢者医療広域連合 

後期高齢者医療特別会計予算 

 

 

平成２８年度新潟県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計の予算は、次

に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５５，５７６，３７８千円と定

める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第 

 ２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２０，０００，

０００千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２９２条において準用する同法第２２０条第２項ただし書の 

 規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお 

 りと定める。 

  ２款保険給付費の各項に計上した負担金補助及び交付金に係る予算額に過不足 

 を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 

 

 

平成２８年２月２８日提出 

新潟県後期高齢者医療広域連合 

連合長  篠田 昭 

 



歳 入

第１表　歳入歳出予算

（単位：千円）

款 項 金 額

                                                  -1-                                                 

 1 市 町 村 支 出 金 40,461,887

 1 市 町 村 負 担 金 40,461,887

 2 国 庫 支 出 金 87,242,075

 1 国 庫 負 担 金 61,357,503

 2 国 庫 補 助 金 25,884,572

 3 県 支 出 金 21,659,505

 1 県 負 担 金 20,959,505

 2 県財政安定化基金支出金 700,000

 4 支 払 基 金 交 付 金 102,874,696

 1 支 払 基 金 交 付 金 102,874,696

 5 特別高額医療費共同事業交 56,670

付金                     1 特別高額医療費共同事業交 56,670

付金                    

 6 財 産 収 入 1,000

 1 財 産 運 用 収 入 1,000

 7 繰 入 金 2,987,256

 1 一 般 会 計 繰 入 金 871,361

 2 基 金 繰 入 金 2,115,895

 8 繰 越 金 1

 1 繰 越 金 1

 9 県財政安定化基金借入金 1

 1 県財政安定化基金借入金 1

10 諸 収 入 293,287

 1 預 金 利 子 1,000

 2 延滞金、加算金及び過料 2



（単位：千円）

款 項 金 額

歳 入 合 計

                                                  -2-                                                 

 3 雑 入 292,285

255,576,378



歳 出
（単位：千円）

款 項 金 額

歳 出 合 計

                                                  -3-                                                 

 1 総 務 費 1,070,945

 1 総 務 管 理 費 1,070,945

 2 保 険 給 付 費 253,729,418

 1 療 養 諸 費 244,251,243

 2 高 額 療 養 諸 費 8,369,425

 3 そ の 他 医 療 給 付 費 1,108,750

 3 県財政安定化基金拠出金 102,303

 1 県財政安定化基金拠出金 102,303

 4 特別高額医療費共同事業拠 56,920

出金                     1 特別高額医療費共同事業拠 56,920

出金                    

 5 保 健 事 業 費 570,893

 1 健 康 保 持 増 進 事 業 費 570,893

 6 諸 支 出 金 25,399

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 25,398

 2 延 滞 金 1

 7 公 債 費 20,000

 1 公 債 費 20,000

 8 予 備 費 500

 1 予 備 費 500

255,576,378



 

‐ 4 ‐ 

 



歳入歳出事項別明細書
総 括

歳 入
（単位：千円）

款 比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額

歳 入 合 計

                                                  -5-                                                 

　１

　２

　３

　４

　５

　６

　７

　８

　９

１０

市 町 村 支 出 金

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

支 払 基 金 交 付 金

特別高額医療費共同事業交付金

財 産 収 入

繰 入 金

繰 越 金

県 財 政 安 定 化 基 金 借 入 金

諸 収 入

40,461,887

87,242,075

21,659,505

102,874,696

56,670

1,000

2,987,256

1

1

293,287

255,576,378

41,346,891

86,277,799

21,538,730

105,386,684

56,670

1,700

4,575,532

1

1

296,833

259,480,841

△885,004

964,276

120,775

△2,511,988

0

△700

△1,588,276

0

0

△3,546

△3,904,463



歳 出

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

（単位：千円）

国県支出金

比 較

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

                                                  -6-                                                 

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

総 務 費

保 険 給 付 費

県財政安定化基金

拠出金          

特別高額医療費共

同事業拠出金    

保 健 事 業 費

諸 支 出 金

公 債 費

予 備 費

1,070,945

253,729,418

102,303

56,920

570,893

25,399

20,000

500

255,576,378

900,629

257,816,168

100,962

56,920

451,523

134,139

20,000

500

259,480,841

170,316

△4,086,750

1,341

0

119,370

△108,740

0

0

△3,904,463

175,015

106,459,367

250,851

106,885,233 0

883,263

123,411,247

500

124,295,010

12,667

23,858,804

102,303

56,920

320,042

25,399

20,000

24,396,135歳 出 合 計



目

款

項

                                               -7-                                               

歳 入

本年 度予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

 1 市町村支出金

  1 市町村負担金

   1 保険料等負担金

   2 療養給付費負担金

 2 国庫支出金

  1 国庫負担金

   1 療養給付費負担金

   2 高額医療費負担金

  2 国庫補助金

   1 調整交付金

   2 後期高齢者医療制度事業費補助
     金                          

   4 後期高齢者医療制度円滑運営臨
     時特例交付金                

   5 社会保障・税番号システム整備
     費補助金                    

 3 県支出金

  1 県負担金

   1 療養給付費負担金

40,461,887

40,461,887

20,262,888

20,198,999

87,242,075

61,357,503

60,596,997

760,506

25,884,572

23,842,829

172,256

1,857,170

12,317

21,659,505

20,959,505

20,198,999

41,346,891

41,346,891

20,857,378

20,489,513

86,277,799

62,217,757

61,468,540

749,217

24,060,042

23,901,098

158,944

0

0

21,538,730

21,238,730

20,489,513

△885,004

△885,004

△594,490

△290,514

964,276

△860,254

△871,543

11,289

1,824,530

△58,269

13,312

1,857,170

12,317

120,775

△279,225

△290,514



金 額区 分

説 明

節

                                               -8-                                               

（単位：千円）

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

保 険 料 等 負 担 金

現 年 度 分

現 年 度 分

高額医療費負担金（現年度分）

調 整 交 付 金

後期高齢者医療制度事業費補助金

後期高齢者医療制度円滑運営臨時
特例交付金                    

社会保障・税番号システム整備費
補助金                        

現 年 度 分

20,262,888

20,198,999

60,596,997

760,506

23,842,829

172,256

1,857,170

12,317

20,198,999

保険料等負担金                    20,262,888

療養給付費負担金　現年度分        20,198,999

療養給付費負担金　現年度分        60,596,997

高額医療費負担金                     760,506

普通調整交付金                    23,442,359
特別調整交付金                       400,470

後期高齢者医療制度事業費補助金（健康診査事業
・医療費適正化事業分）               172,256

後期高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金    
                                   1,857,170

社会保障・税番号システム整備費補助金  12,317

療養給付費負担金　現年度分        20,198,999



目

款

項
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本年 度予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

   2 高額医療費負担金

  2 県財政安定化基金支出金

   1 県財政安定化基金交付金

 4 支払基金交付金

  1 支払基金交付金

   1 後期高齢者交付金

 5 特別高額医療費共同事業交付金

  1 特別高額医療費共同事業交付金

   1 特別高額医療費共同事業交付金

 6 財産収入

  1 財産運用収入

   1 利子及び配当金

 7 繰入金

  1 一般会計繰入金

   1 一般会計繰入金

  2 基金繰入金

   1 基金繰入金

 8 繰越金

  1 繰越金

   1 繰越金

760,506

700,000

700,000

102,874,696

102,874,696

102,874,696

56,670

56,670

56,670

1,000

1,000

1,000

2,987,256

871,361

871,361

2,115,895

2,115,895

1

1

1

749,217

300,000

300,000

105,386,684

105,386,684

105,386,684

56,670

56,670

56,670

1,700

1,700

1,700

4,575,532

886,069

886,069

3,689,463

3,689,463

1

1

1

11,289

400,000

400,000

△2,511,988

△2,511,988

△2,511,988

0

0

0

△700

△700

△700

△1,588,276

△14,708

△14,708

△1,573,568

△1,573,568

0

0

0



金 額区 分

説 明

節
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（単位：千円）

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 2 

高額医療費負担金（現年度分）

県 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金

現 年 度 分

特別高額医療費共同事業交付金

利 子 及 び 配 当 金

事 務 費 繰 入 金

医 療 財 政 調 整 基 金 繰 入 金

760,506

700,000

102,874,696

56,670

1,000

871,361

2,115,895

高額医療費負担金                     760,506

県財政安定化基金交付金               700,000

後期高齢者交付金　現年度分       102,874,696

特別高額医療費共同事業交付金          56,670

医療財政調整基金運用利子収入           1,000

事務費繰入金                         871,361

医療財政調整基金繰入金             2,115,895



目

款

項
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本年 度予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

 9 県財政安定化基金借入金

  1 県財政安定化基金借入金

   1 県財政安定化基金借入金

10 諸収入

  1 預金利子

   1 預金利子

  2 延滞金、加算金及び過料

   1 延滞金

   2 過料

  3 雑入

   1 第三者納付金

   2 返納金

   3 雑入

     歳     入     合     計

1

1

1

293,287

1,000

1,000

2

1

1

292,285

280,882

1

11,402

255,576,378

1

1

1

296,833

1,000

1,000

2

1

1

295,831

282,469

2

13,360

259,480,841

0

0

0

△3,546

0

0

0

0

0

△3,546

△1,587

△1

△1,958

△3,904,463



金 額区 分

説 明

節
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（単位：千円）

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

繰 越 金

県 財 政 安 定 化 基 金 借 入 金

預 金 利 子

延 滞 金

過 料

第 三 者 納 付 金

返 納 金

雑 入

1

1

1,000

1

1

280,882

1

11,402

前年度繰越金                               1

県財政安定化基金借入金                     1

預金利子                               1,000

延滞金                                     1

過料                                       1

第三者納付金                         280,882

返納金                                     1

電算システム回線共有負担金            11,402



歳 出

国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

  -13-  

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

款

項

目

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  1 総務費

  1 総務管理費

  1 一般管理費
 (国) 特別調整交付金   150,033
 (国) 後期高齢者医療制度事業費補
   助金（健康診査事業・医療費
  適正化事業分）   12,665

 (国) 社会保障・税番号システム整
  備費補助金   12,317

 (他) 医療財政調整基金運用利子収
  入   1,000

 (他) 事務費繰入金   870,861
 (他) 電算システム回線共有負担金

  11,402

1,070,945

1,070,945

1,070,945

900,629

900,629

900,629

170,316

170,316

170,316

175,015

175,015

175,015

883,263

883,263

883,263

12,667

12,667

12,667



（単位：千円）

  1  総務費

  -14-  

区 分

節

金 額

説 明

 9 

11 

12 

13 

14 

18 

19 

25 

旅費 

需用費 

役務費 

委託料 

使用料及び賃借料 

備品購入費 

負担金、補助及び交付金 

積立金 

612

6,416

74,681

627,184

151,706

1,841

116,980

91,525

001 業務一般管理事務費   109,774
  普通旅費     612  
  消耗品費     300  
  会場借上料    62  
  派遣職員人件費等負担金   108,800  

002 医療給付経費   470,570
  印刷製本費   3,236  
  通信運搬費   39,312  
  被保険者証等作成封入封緘業務委託 
  料   18,119  
  レセプト２次点検業務委託料   97,478  
  過誤処理業務委託料   12,800  
  審査支払システム手数料   33,665  
  審査支払共同電算手数料   209,095  
  減額認定証作成業務委託料   3,707  
  給付関係現金支給処理業務委託料  33,425  
  人材派遣業務委託料   9,708  
  高額介護合算療養費申請書入力業務 
  委託料    1,845  
  第三者行為求償事務受益者負担金   8,180  

003 保険料賦課経費   1,056
  消耗品費     91  
  通信運搬費    25  
  被扶養者情報提供料   940  

004 電算システム経費   372,688
  消耗品費     2,289  
  修繕料    500  
  通信運搬費    23,592  
  システム構築等業務委託料    32,206  
  セキュリティ業務委託料    8,866  
  稼動維持支援等業務委託料    82,037  
  全国町字ファイル保守業務委託料    324  
  特別調整交付金（結核・精神病）支 
  援業務委託料    59,508  
  負担割合相違システム     9,881  
  電算システム賃借料    151,644  
  電算関係備品購入費    1,841  

005 医療財政調整基金経費   91,525
  医療財政調整基金積立金（利子分） 

  1,000  
  医療財政調整基金積立金   90,525  

006 医療費適正化推進事業経費   25,332
  ジェネリック医薬品差額通知郵送料 

  11,752  



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

  -15-  

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

款

項

目

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳



（単位：千円）

   1  総務費

  -16-  

区 分

節

金 額

説 明

  ジェネリック医薬品差額通知業務委 
  託料    10,556  
  重複頻回受診者指導委託料    3,024  



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -17-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  2 保険給付費

   1 療養諸費

    1 療養給付費

    2 療養費

    3 食事・生活療
      養費

 (国) 療養給付費負担金　現年度分
                      56,822,129
 (国) 高額医療費負担金   760,506
 (国) 普通調整交付金  21,982,026
 (県) 療養給付費負担金　現年度分
                      18,940,711
 (県) 高額医療費負担金   760,506
 (県) 県財政安定化基金交付金    
                         656,395
 (他) 療養給付費負担金　現年度分
                      18,940,711
 (他) 後期高齢者交付金　現年度分
                      96,466,155
 (他) 特別高額医療費共同事業交付
      金                  53,141
 (他) 第三者納付金       263,385

 (国) 療養給付費負担金　現年度分
                         487,597
 (国) 普通調整交付金     188,630
 (県) 療養給付費負担金　現年度分
                         162,532
 (県) 県財政安定化基金交付金    
                           5,633
 (他) 療養給付費負担金　現年度分
                         162,532
 (他) 後期高齢者交付金　現年度分
                         827,787
 (他) 特別高額医療費共同事業交付
      金                     456
 (他) 第三者納付金         2,260

 (国) 療養給付費負担金　現年度分
                       1,151,035
 (国) 普通調整交付金     445,286
 (県) 療養給付費負担金　現年度分
                         383,678
 (県) 県財政安定化基金交付金    
                          13,296
 (他) 療養給付費負担金　現年度分
                         383,678
 (他) 後期高齢者交付金　現年度分
                       1,954,097
 (他) 特別高額医療費共同事業交付
      金                   1,076

253,729,418

244,251,243

236,316,545

2,028,723

4,785,769

257,816,168

248,435,675

240,338,267

1,997,191

4,916,162

△4,086,750

△4,184,432

△4,021,722

31,532

△130,393

106,459,367

102,973,957

99,922,273

844,392

1,993,295

123,411,247

119,312,281

115,723,392

993,035

2,344,186

23,858,804

21,965,005

20,670,880

191,296

448,288



（単位：千円）

   2  保険給付費

  -18-  

区 分

節

金 額

説 明

19 

19 

19 

負担金、補助及び交付金 

負担金、補助及び交付金 

負担金、補助及び交付金 

236,316,545

2,028,723

4,785,769

001 療養給付費   236,316,545
  療養給付費   236,316,545  

001 療養費   2,028,723
  療養費   2,028,723  

001 食事・生活療養費   4,785,769
  食事・生活療養費   4,785,769  



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較
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地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

    4 訪問看護療養
      費

    5 特別療養費

    6 移送費

    7 審査支払手数
      料

 (他) 第三者納付金         5,335

 (国) 療養給付費負担金　現年度分
                         123,454
 (国) 普通調整交付金      47,759
 (県) 療養給付費負担金　現年度分
                          41,151
 (県) 県財政安定化基金交付金    
                           1,426
 (他) 療養給付費負担金　現年度分
                          41,151
 (他) 後期高齢者交付金　現年度分
                         209,586
 (他) 特別高額医療費共同事業交付
      金                     115
 (他) 第三者納付金           572

 (他) 後期高齢者交付金　現年度分
                               1

 (国) 療養給付費負担金　現年度分
                             120
 (国) 普通調整交付金          46
 (県) 療養給付費負担金　現年度分
                              40
 (県) 県財政安定化基金交付金   1
 (他) 療養給付費負担金　現年度分
                              40
 (他) 後期高齢者交付金　現年度分
                             203

514,111

1

600

605,494

509,540

1

600

673,914

4,571

0

0

△68,420

213,790

207

251,424

1

243

48,897

150

605,494



（単位：千円）

  2  保険給付費
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区 分

節

金 額

説 明

19 

19 

19 

13 

負担金、補助及び交付金 

負担金、補助及び交付金 

負担金、補助及び交付金 

委託料 

514,111

1

600

605,494

001 訪問看護療養費   514,111
  訪問看護療養費   514,111  

001 特別療養費   1
  特別療養費   1  

001 移送費   600
  移送費   600  

001 審査支払手数料   605,494
  審査支払委託料   605,494  



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

  -21-  

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

款

項

目

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  2 高額療養諸費

  1 高額療養費

  2 高額介護合算
  療養費

 (国) 療養給付費負担金　現年度分
  1,966,588

 (国) 普通調整交付金   760,788
 (県) 療養給付費負担金　現年度分

    655,529
 (県) 県財政安定化基金交付金  

   22,717
 (他) 療養給付費負担金　現年度分

    655,529
 (他) 後期高齢者交付金　現年度分

   3,338,649
 (他) 特別高額医療費共同事業交付
  金   1,839

 (他) 第三者納付金   9,116

 (国) 療養給付費負担金　現年度分
  46,074

 (国) 普通調整交付金   17,824
 (県) 療養給付費負担金　現年度分

   15,358
 (県) 県財政安定化基金交付金 532
 (他) 療養給付費負担金　現年度分

   15,358
 (他) 後期高齢者交付金　現年度分

   78,218
 (他) 特別高額医療費共同事業交付
  金   43

 (他) 第三者納付金   214

8,369,425

8,177,893

191,532

8,288,343

8,124,470

163,873

81,082

53,423

27,659

3,485,410

3,405,622

79,788

4,098,966

4,005,133

93,833

785,049

767,138

17,911



（単位：千円）

   2  保険給付費

  -22-  

区 分

節

金 額

説 明

19 

19 

負担金、補助及び交付金 

負担金、補助及び交付金 

8,177,893

191,532

001 高額療養費   8,177,893
  高額療養費   8,177,893  

001 高額介護合算療養費   191,532
  高額介護合算療養費   191,532  



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

  -23-  

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

款

項

目

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  3 その他医療給
  付費 

  1 葬祭費

1,108,750

1,108,750

1,092,150

1,092,150

16,600

16,600

1,108,750

1,108,750



（単位：千円）

   2  保険給付費

  -24-  

区 分

節

金 額

説 明

19 負担金、補助及び交付金 1,108,750 001 葬祭費   1,108,750
  葬祭費   1,108,750  



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -25-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  3 県財政安定化基
    金拠出金      

   1 県財政安定化
     基金拠出金   

    1 県財政安定化
      基金拠出金

102,303

102,303

102,303

100,962

100,962

100,962

1,341

1,341

1,341

102,303

102,303

102,303



（単位：千円）

  3  県財政安定化基金拠出金

  -26-  

区 分

節

金 額

説 明

19 負担金、補助及び交付金 102,303 001 県財政安定化基金拠出金   102,303
   財政安定化基金拠出金     102,303  



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -27-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  4 特別高額医療費
    共同事業拠出金

   1 特別高額医療
     費共同事業拠
     出金         

    1 特別高額医療
      費共同事業拠
      出金

    2 特別高額医療
      費共同事業事
      務費拠出金

56,920

56,920

56,670

250

56,920

56,920

56,670

250

0

0

0

0

56,920

56,920

56,670

250



（単位：千円）

                                                                       4  特別高額医療費共同事業拠出金

                                                 -28-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

19 

19 

負担金、補助及び交付金        

負担金、補助及び交付金        

56,670

250

001 特別高額医療費共同事業拠出金      56,670
   特別高額医療費共同事業拠出金    56,670   

001 特別高額医療費共同事業事務費拠出        
    金                                   250
   特別高額医療費共同事業事務費拠出         
   金                                 250   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

  -29-  

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

款

項

目

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  5 保健事業費

  1 健康保持増進
  事業費 

  1 健康診査費

  　持増進事業費   

 (国) 特別調整交付金   11,260
 (国) 後期高齢者医療制度事業費補
   助金（健康診査事業・医療費
  適正化事業分）   159,591

 (国) 特別調整交付金   80,000

570,893

570,893

490,893

80,000

451,523

451,523

451,523

0

119,370

119,370

39,370

80,000

250,851

250,851

170,851

80,000

320,042

320,042

320,042

2 その他健康保



（単位：千円）

  5  保健事業費

  -30-  

区 分

節

金 額

説 明

13 

19 

委託料 

負担金、補助及び交付金 

490,893

80,000

001 健康診査事業費   490,893
  健康診査業務委託料    455,073  
  歯科健診業務委託料    10,856  
  医療費分析業務委託料     13,704  
  訪問歯科健診業務委託料   11,260  

001 その他健康保持増進事業   80,000
  後期高齢者医療特別対策補助金   80,000  



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -31-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  6 諸支出金

   1 償還金及び還
     付加算金     

    1 保険料還付金

    2 償還金

    3 還付加算金

25,399

25,398

25,000

1

397

134,139

134,138

25,000

108,741

397

△108,740

△108,740

0

△108,740

0

25,399

25,398

25,000

1

397



（単位：千円）

                                                                                           6  諸支出金

                                                 -32-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

23 

23 

23 

償還金利子及び割引料          

償還金利子及び割引料          

償還金利子及び割引料          

25,000

1

397

001 保険料還付金                      25,000
   保険料還付金                    25,000   

001 償還金                                 1
   国庫負担金返還金                     1   

001 還付加算金                           397
   還付加算金                         397   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -33-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

   2 延滞金

    1 延滞金

1

1

1

1

0

0

1

1



（単位：千円）

                                                                                           6  諸支出金

                                                 -34-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

23 償還金利子及び割引料          1 001 延滞金                                 1
   延滞金                               1   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -35-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  7 公債費

   1 公債費

    1 利子

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

0

0

0

20,000

20,000

20,000



（単位：千円）

                                                                                             7  公債費

                                                 -36-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

23 償還金利子及び割引料          20,000 001 一時借入金利子                    20,000
   一時借入金利子                  20,000   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -37-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  8 予備費

   1 予備費

    1 予備費
 (他) 事務費繰入金           500

歳 出 合 計   

500

500

500

255,576,378

500

500

500

259,480,841

0

0

0

△3,904,463106,885,233 0

500

500

500

124,295,01024,396,135



（単位：千円）

                                                                                             8  予備費

                                                 -38-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

001 予備費                               500
   予備費                             500   



議案
番号

件　　　　　名 主な内容

１

専決処分について

　専決第３号
　　新潟県市町村総合事務組合規約の
    変更について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の一
部改正に伴う該当規定等の変更並びに非常勤職員
に対する公務災害の補償等に関する共同処理事務
に新発田市が加わる規約の変更について、新潟県
市町村総合事務組合の国に対する許可申請期限ま
でに変更する必要があることから専決処分とした
もの

２
新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢
者医療に関する条例の一部改正について

平成28年度及び平成29年度の保険料について、所
得割率及び均等割額を定めるとともに、国の軽減
判定基準の見直しに伴い、保険料軽減対象を拡充
するため、所要の改正を行うもの

３
新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢
者医療制度臨時特例基金条例の一部改正
について

基金事業が平成27年度で終了することに伴い、基
金事業の精算が完了する平成27年度出納整理期間
末日に失効日を改めるもの

４
新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続
条例等の一部改正について

行政不服審査法の一部改正に伴う関係条例の改正
を行うもの
　　行政手続条例
　　情報公開条例
　　情報公開・個人情報保護審査会条例
　　個人情報保護条例

５
新潟県後期高齢者医療広域連合人事行政
の運営等の状況の公表に関する条例の一
部改正について

地方公務員法の一部改正及び行政不服審査法の一
部改正に伴い該当規定等の改正を行うもの

６
新潟県後期高齢者医療広域連合職員の勤
務時間、休暇等に関する条例の一部改正
について

地方公務員法の一部改正に伴い該当規定の改正を
行うもの

７
新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の
旅費に関する条例の一部改正について

地方公務員法の一部改正に伴う該当規定の改正及
び職員以外の者に対する旅費の規定を加えるもの

８
平成27年度新潟県後期高齢者医療広域連
合一般会計補正予算（第２号）について

医療財政調整交付金の精算及び給与改定に伴う特
別会計事務費繰出金の追加等について補正するも
の

【補正前】　        1,297,764千円
【補正額】　  　　     12,503千円
【補正後】　      　1,310,267千円

９
平成27年度新潟県後期高齢者医療広域連
合後期高齢者医療特別会計補正予算（第
２号）について

前年度繰越金の確定に伴う医療財政調整基金積立
金の追加及び療養給付費の減額等について補正す
るもの

【補正前】　　 　　266,881,294千円
【補正額】        　 　 27,371千円
【補正後】　　 　　266,908,665千円

10
平成28年度新潟県後期高齢者医療広域連
合一般会計予算について

歳入歳出総額　    　　 976,947千円

11
平成28年度新潟県後期高齢者医療広域連
合後期高齢者医療特別会計予算について

歳入歳出総額　 　　255,576,378千円
（一時借入金限度額　20,000,000千円）

平成28年２月定例会提出議案の概要



 



 

 

 

 

 
 

 

議案第１号関係 
 

 

 

専決第３号 

新潟県市町村総合事務組合規約の変更について 

 

 

 

 

 

 



 



1 

 

議案第１号 専決処分について 

専決第１号 新潟県市町村総合事務組合規約の変更について 

 

 

１ 規約変更の理由 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正及び地方公務員法

の一部改正に伴う該当規定等の変更並びに非常勤職員に対する公務災害の

補償等に関する共同処理事務に新発田市が追加加入することに伴い、構成

団体である本広域連合においても新潟県市町村総合事務組合の規約の変更

について議決が必要であるため。 

 

 

２ 専決処分とした理由 

 

当該規約の変更に際し、新潟県市町村総合事務組合では、構成団体の規

約改正を受け、国・県への許可手続きが必要となり、期限を平成２７年１

２月２８日としていることから、この期限において広域連合議会の招集が

困難であったため。 

 

 

 

以上の理由により、平成２７年１２月２日付けで専決処分を行ったもの。 

議案第１号関係資料 



2 

 

 

 

 



議案第１号関係 
新潟県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

新旧対照表 

新 旧 

 （選挙管理委員会） 

第12条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令（昭和31年政令第

221号）第14条第2項に規定する選挙管理委員会は、教育委員会教育長の属

する市町村の選挙管理委員会とする。 

 

別表第1（第2条関係）（略） 

 

別表第2（第3条関係） 

共同処理する事務 組合市町村等 

１～３ （略）  （略） 

４ 地方公務員法第 17 条の 2 第 2

項に規定する職員の採用試験及び

同法第21条の4第1項に規定する

昇任試験のうち組合市町村等の任

命権者の指定したもの 

（略） 

５ （略） （略） 

６ 地方公務員災害補償法（昭和42

年法律第121号）第69条及び第70

条に規定する非常勤の職員に対す

る公務上の災害又は通勤による災

害に対する補償に関する事務 

新発田市、小千谷市（略） 

７ 公立学校の学校医、学校歯科医及び

学校薬剤師の公務災害補償に関する法

律（昭和32年法律第143号）第2条に

規定する公立学校の非常勤の学校医、

学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の

災害に対する補償 

三条市、新発田市、小千谷市（略） 

 （選挙管理委員会） 

第 12条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令（昭和 31年政令第

221号）第14条第2項に規定する選挙管理委員会は、教育委員会委員長の属

する市町村の選挙管理委員会とする。 

 

別表第1（第2条関係）（略） 

 

別表第2（第3条関係） 

共同処理する事務 組合市町村等 

１～３ （略）  （略） 

４ 地方公務員法第 17 条第 4 項に

規定する職員の採用及び昇任試験

のうち組合市町村等の任命権者の

指定したもの 

（略） 

 

５ （略） （略） 

６ 地方公務員災害補償法（昭和42

年法律第121号）第69条及び第70

条に規定する非常勤の職員に対す

る公務上の災害又は通勤による災

害に対する補償に関する事務 

小千谷市（略） 

７ 公立学校の学校医、学校歯科医及び

学校薬剤師の公務災害補償に関する法

律（昭和32年法律第143号）第2条に

規定する公立学校の非常勤の学校医、

学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の

災害に対する補償 

三条市、小千谷市（略） 

3
 



新 旧 

８～１６ （略） （略） 
 

８～１６ （略） （略） 
 

   附 則 

この規約は、平成２８年４月１日から施行する。 
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議案第２号関係 
 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する 

条例 

 

 

 

 

 



 



 

5 

 

議案第２号 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一

部改正について 

 

 

１ 一部改正の理由 

 

平成２８年度及び平成２９年度の保険料率の改定並びに低所得者の保険料

負担を軽減するため保険料軽減対象を拡大する。 

 

 

２ 条例改正の概要 

 

（１）保険料率の改定 （第９条及び第１０条） 

平成２８年度及び平成２９年度の保険料率について、平成２６年度及び平

成２７年度の保険料率に据え置く。 

均等割額：３５,３００円（現行と同じ） 

所得割率：  ７.１５％（現行と同じ） 

 

 

（２）５割軽減の基準について、被保険者数に乗ずる金額を２６万円から２６

万５千円に引き上げる。 

 

 

（３）２割軽減の基準について、被保険者数に乗ずる金額を４７万円から４８

万円に引き上げる。 

 

 

 

３ 施行日 

  平成２８年４月１日 

議案第２号関係資料 
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平成２８年度及び平成２９年度の保険料率について 

 

■概要   

・後期高齢者医療制度では、財政の均衡を保つため、概ね 2 年に一度、保険料率の見直しを

行うこととされており、今年度は平成 28 年度及び平成 29 年度の保険料率の改定時期に

あたります。（高齢者の医療の確保に関する法律第 104 条） 

・今回の料率改定は制度開始から４回目の見直しとなります。 

 

 

■医療費と財源 

 ・高齢者の医療費の財源について、約５割を公費、約４割を若い世代の保険料、残りの約１

割を被保険者である高齢者の保険料とすることにより、それぞれの負担割合を明確なもの

としています。 

 ・保険料は、若い世代が減少することを踏まえ、若い世代と高齢者の負担の均衡を図るため、

２年ごとに見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆費用

◆財源

国
定率負担

３/６
(25%)

調整
交付金
１/６

(8.3%)

県
定率負担

１/６
(8.3%)

市町村
定率負担

１/６
(8.3%)

若年者の支援金
(０～７４歳まで)

(高齢者負担率)

保険料

全国の広域連合間における所得の不均衡
による賦課水準を是正するために国から
配分されます。

約1％

そ
の
他

医療給付費（窓口での一部負担金は含まない）　約９９％

公費負担　５０％ 後期高齢者交付金　３９.０１％ １０.９９％

均等割を軽減した保険料について
県3/4、市町村1/4の割合で公的
に補填されます。

・審査支払手数料

・葬祭費

・財政安定化基金拠出金

・健康診査事業

別紙（議案第２号参考資料） 



8 

 

■保険料率の推移 

 ・新潟県では、制度開始当初から保険料率を据え置いており、全国で最も低い保険料率と

なっております。 

・新潟県 均等割額 35,300 円 所得割率 7.15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２・２３年度 平成２４・２５年度 平成２６・２７年度

均等割額

全国平均 ４１,７００円 ４３,６００円 ４４,９８０円 

新潟県 ３５,３００円（４７位） ３５,３００円（４７位） ３５,３００円（４７位） 

上位

下位

４５位 （長野県）３６,２２５円 （千葉県）３７,４００円 （静岡県）３８,５００円 

４６位

１位 （福岡県）５２,２１３円 （福岡県）５５,０４５円 （福岡県）５６,５８４円 

２位 （大阪府）４９,０３６円 （大阪府）５１,８２８円 （大阪府）５２,６０７円 

（岩手県）３５,８００円 （岩手県）３５,８００円 （岩手県）３８,０００円 

４７位 新潟県 新潟県 新潟県

３位 （高知県）４８,９３１円 （高知県）５１,７９３円 （佐賀県）５１,８００円 

所得割率

全国平均 ７.８８％ ８.５５％ ８.８８%

新潟県 ７.１５％（４２位） ７.１５％（４６位） ７.１５％（４７位） 

上位

下位

４５位 （長野県）６.８９％ （千葉県）・（長野県）７.２９% （青森県）７.４１％ 

４６位

１位 （北海道）１０.２８％ （福岡県）１０.８８％ （福岡県）１１.４７％ 

２位 （福岡県）９.８７％ （北海道）１０.６１％ （北海道）１０.５２％ 

（三重県）６.８３％ 新潟県 （岩手県）７.３６％ 

４７位 （岩手県）６.６２％ （岩手県）６.６２％ 新潟県

３位 （大阪府）９.３４％ （高知県）１０.３５％ （大阪府）１０.４１％ 

１人当たり
平均保険料額
（軽減後・年額）

全国平均 ６２,９８８円 ６６,８２８円 ６８,０１６円 

新潟県 ４３,１４０円（４２位） ４３,５１２円（４３位） ４２,９７２円（４３位） 

上位

下位

４５位 （青森県）３９,８６４円 （青森県）３９,９７２円 （岩手県）４０,１１６円 

４６位

１位 （東京都）８６,５６８円 （東京都）９２,９５２円 （東京都）９７,１０４円 

２位 （神奈川県）８４,９７２円 （神奈川県）８９,１６０円 （神奈川県）９０,１６８円 

（岩手県）３７,７６４円 （秋田県）３９,８２８円 （青森県）３９,５８８円 

４７位 （秋田県）３７,２１２円 （岩手県）３７,７０４円 （秋田県）３８,４６０円 

３位 （大阪府）７９,６６８円 （大阪府）８３,９８８円 （大阪府）８３,９７６円 
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■保険料率の算定方法  

・医療給付費や被保険者数の見込みなどをこれまでの実績から算出し、国から示された 

高齢者負担率等の数値を使用して、平成 28 年度及び平成 29 年度の保険料率を算定 

します。  

 

■算定条件  

 ・保険料の高齢者負担率           10.99% 

・被保険者数の伸び率見込み         1.62% 

・1 人当たり医療給付費の伸び率見込み    1.14% 

 ・診療報酬改定の影響           ▲1.03%  

■保険料抑制のための財源 

 ・剰余金の活用               4２億円  

 ・県財政安定化基金の活用           １４億円  

  ■算定結果  

 （１）収支の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出5,158億円 収入5,158億円

支出5,090億円 収入5,090億円

保険料など
487億円（10%）

剰余金42億円
基金　 14億円

　　保険料440億円

　　剰余金41億円

　　基金6億円

第三者ほか5億円 第三者ほか6億円

平成26・27年度算定時 平成28・29年度（今回算定）

その他　42億円
葬祭費、審査手数料等

その他　43億円
葬祭費、審査手数料等

医療給付費
5,048億円
（99％）

公費負担金
2,520億円
（50%）

支援金
2,078億円
(40%）

医療給付費
5,115億円
（99％）

公費負担金
2,561億円
（50%）

支援金
2,088億円
(40%）

保険料
447億円（10%）
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（２）新保険料率（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

H          

  

新保険料率(案) 

均等割額    ３５,３００円.… 据え置き 

所得割率      ７.１５％ … 据え置き 

平均保険料   ４１,５５６円 …１,２２６円 増 

（軽減後） 

現行の保険料率 

均等割額     ３５,３００円.  

所得割率       ７.１５％  

平均保険料    ４０,３３０円  

（軽減後(H27年度確定賦課時点)） 
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保険料軽減対象の拡充について 

 

■趣 旨 

  国の軽減判定基準の見直しに伴い、低所得者の負担軽減の観点から、保険料軽減の対象を

拡充する。 

 

 

■軽減拡充の内容 

  均等割額を減額する基準（５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る所得判定基準）を変更

し、保険料軽減の対象を拡充する。 

 

（１）５割軽減の基準について、被保険者に乗ずる金額を２６万５千円に引き上げる。 

 

 

 

 

 

 

（２）２割軽減の基準について、被保険者に乗ずる金額を４８万円に引き上げる。 

 

 

 

 

 

 

■軽減拡充に係る対象者数の推計 

 

５割軽減拡充対象者数 ２割軽減拡充対象者数 

７５３人 ４８４人 

 

 

■施行年月日 

  平成２８年４月１日施行（平成２８年度以降の保険料から適用） 

【現行基準】 

３３万円+２６万円×被保険者数 

【拡充後】 

３３万円+２６万５千円×被保険者数 

【現行基準】 

３３万円+４７万円×被保険者数 

【拡充後】 

３３万円+４８万円×被保険者数 
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議案第２号関係 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 
新旧対照表 

新 旧 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例 

平成１９年１１月２７日 

条例第３３号 

 

（所得割率） 

第９条 平成２８年度及び平成２９年度の所得割率は、０．０７１５とする。 

（均等割額） 

第１０条 平成２８年度及び平成２９年度の均等割額は、３５，３００円とす

る。 

 

（所得の少ない者に係る保険料の減額） 

第１５条 （略） 

 （１） （略） 

 （１）の２ （略） 

（２） 当該年度の賦課期日において、前２号の規定による減額がなされな

い被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員で

ある被保険者につき算定した地方税法第３１４条の２第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第２項に規定する金額

に当該世帯に属する被保険者の数に２６万５千円を乗じて得た金額を加

算した金額を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る

被保険者均等割額に１０分の５を乗じて得た額 

（３） 当該年度の賦課期日において、前３号の規定による減額がなされな

い被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員で

ある被保険者につき算定した地方税法第３１４条の２第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第２項に規定する金額

に当該世帯に属する被保険者の数に４８万円を乗じて得た金額を加算し

た金額を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保

険者均等割額に１０分の２を乗じて得た額 

（４） （略） 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例 

平成１９年１１月２７日 

条例第３３号 

 

（所得割率） 

第９条 平成２６年度及び平成２７年度の所得割率は、０．０７１５とする。 

（均等割額） 

第１０条 平成２６年度及び平成２７年度の均等割額は、３５，３００円とす

る。 

 

（所得の少ない者に係る保険料の減額） 

第１５条 （略） 

 （１） （略） 

 （１）の２ （略） 

（２） 当該年度の賦課期日において、前２号の規定による減額がなされな

い被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員で

ある被保険者につき算定した地方税法第３１４条の２第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第２項に規定する金額

に当該世帯に属する被保険者の数に２６万円  を乗じて得た金額を加

算した金額を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る

被保険者均等割額に１０分の５を乗じて得た額 

（３） 当該年度の賦課期日において、前３号の規定による減額がなされな

い被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員で

ある被保険者につき算定した地方税法第３１４条の２第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第２項に規定する金額

に当該世帯に属する被保険者の数に４７万円を乗じて得た金額を加算し

た金額を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保

険者均等割額に１０分の２を乗じて得た額 

（４） （略） 

1
3
 



新 旧 

２～３ （略） 

 

２～３ （略） 

 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平成２８年度以後の年度分の保険料について適用し、平成２７年度分

までの保険料については、なお従前の例による。 

1
4
 



 

 

 

 

 
 

 

議案第３号関係 
 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を 

改正する条例 
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議案第３号 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金

条例の一部改正について 

 

 

１ 一部改正の理由 

 

当基金事業が平成２７年度末をもって終了することに伴い、当該基金条

例の失効期日を平成２７年度出納整理期間末日とするもの。 

 

２ 条例改正の概要 

 

   失効期日を平成２７年度末日から平成２７年度出納整理期間末日とする。 

 

３ 施行日 

  公布の日 

議案第３号関係資料 
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議案第３号関係 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する条例 
新旧対照表 

新 旧 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

(この条例の失効） 

２ この条例は、平成２８年５月３１日限り、その効力を失う。 

（基金残額の返還） 

３ 前項の場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を一般

会計歳入歳出予算に計上し、国庫に納付するものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

(この条例の失効） 

２ この条例は、平成２８年３月３１日限り、その効力を失う。 

（基金残額の返還） 

３ 前項の場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を一般

会計歳入歳出予算に計上し、国庫に納付するものとする。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

1
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議案第４号関係 
 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例の一部を改正する条例 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の一部を改正する条例 

 

  新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を 

改正する条例 

 

  新潟県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一部を改正する条例 
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議案第４号 新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例等の一部改正につい

て 

 

 

１ 一部改正の理由 

 

平成２８年４月１日に施行される行政不服審査法の一部改正に伴い当広

域連合関係条例の所定の改正を行うもの。 

 

２ 該当条例 

 

  新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例 

新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開条例 

新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報審査会条例 

新潟県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例 

 

３ 条例改正の概要 

 

  （１）現行法の法律番号を改正（全条例共通） 

 

  （２）「審査請求」「裁決」等用語の一元化（全条例共通） 

 

  （３）不作為事件を審査会の諮問対象に追加（情報公開条例、個人情報保

護条例） 

 

  （４）審理員による審理手続等に関する規定を適用除外（情報公開条例、

個人情報保護条例） 

 

  （５）審査会に提出された意見書等に係る対応方法を追加（情報公開・個

人情報保護審査会条例） 

 

４ 施行日 

  平成２８年４月１日 

議案第４号関係資料 



 

20 
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議案第４号関係 

新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例等の一部を改正する条例 

 
新旧対照表 

第１条 新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例（平成１９年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第６号）の一部を次のように改正する。 

新 旧 

新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例 

平成１９年３月１日 

条例第６号 

 

（適用除外） 

第３条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第４章の２までの規定

は、適用しない。 
(1)～(7) （略） 

(8) 審査請求その他の不服申立に対する行政庁の裁決その他の処分の手続又は第

３章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のた

めの手続において条例等に基づいてされる処分及び行政指導 

 

 

（聴聞の主宰） 

第１９条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他規則で定める者が主宰する。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。 

(1)～(3) （略） 

(4) 前３号に規定する者であった者 

(5)・(6) （略） 

 

 新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例 

平成１９年３月１日 

条例第６号 

 

（適用除外） 

第３条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第４章の２までの規定

は、適用しない。 
(1)～(7) （略） 

(8) 審査請求、異議申立てその他の不服申立に対する行政庁の裁決、決定その他

の処分の手続又は第３章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続そ

の他の意見陳述のための手続において条例等に基づいてされる処分及び行政

指導 

 

（聴聞の主宰） 

第１９条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他規則で定める者が主宰する。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。 

(1)～(3) （略） 

(4) 前３号に規定する者であったことのある者 

(5)・(6) （略） 

 

 

第２条 新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開条例（平成１９年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第７号）の一部を次のように改正する。 

新 旧 

新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開条例 

平成１９年３月１日 

条例第７号 

 

目次 
第１章 総則（第１条―第４条） 

新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開条例 

平成１９年３月１日 

条例第７号 

 

目次 
第１章 総則（第１条―第４条） 

2
1
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新 旧 

第２章 行政文書の開示（第５条―第１９条） 

第３章 審査請求等（第２０条―第２２条） 

第４章 雑則（第２３条―第２７条） 

附則 

 

第３章 審査請求等 

（審査会への諮問等） 

第２０条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法（平成２

６年法律第６８号）による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決

をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、新

潟県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければな

らない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開

示することとするとき。ただし、当該行政文書の開示について反対意見書が提

出されているときを除く。 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適

用する同法第２９条第２項の弁明書の写しを添えてしなければならない。 

３ 第１項の規定により諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」という。）は、

同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当

該審査請求に対する裁決をしなければならない。 

４ 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審

査法第９条第１項、第１７条、第２４条、第２章第３節及び第４節並びに第５０

条第２項の規定は、適用しない。 

（諮問をした旨の通知） 

第２１条 諮問実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなけれ

ばならない。 

(1) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人を

いう。以下この条及び次条において同じ。） 

(2) 開示請求者（開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者

（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） 

第２２条 第１６条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場

合について準用する。 

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

第２章 行政文書の開示（第５条―第１９条） 

第３章 不服申立て等（第２０条―第２２条） 

第４章 雑則（第２３条―第２７条） 

附則 

 

第３章 不服申立て等 

（審査会への諮問等） 

第２０条 開示決定等について行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）によ

る不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する決定をすべき実施機関

は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、新潟県後期高齢者医

療広域連合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。 

 

(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。 

(2) 決定で、不服申立てに係る開示決定等（開示請求に係る行政文書の全部を開

示する旨の決定を除く。以下この号及び第２２条において同じ。）を取り消し、

又は変更し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を開示することとすると

き。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。 

 

２ 前項の規定により諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」という。）は、

同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当

該不服申立てに対する決定をしなければならない。 

 

 

 

（諮問をした旨の通知） 

第２１条 諮問実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなけれ

ばならない。 

(1) 不服申立人及び参加人 

 

(2) 開示請求者（開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者（当

該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

（第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続） 

第２２条 第１６条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場

合について準用する。 

(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定 

2
2
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新 旧 

(2) 審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の

決定を除く。）を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決（第

三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に

限る。） 

 

(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る行政文書を開

示する旨の決定（第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表

示している場合に限る。） 

 

 

第３条 新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１９年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第８号）の一部を次

のように改正する。 

新 旧 

新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例 

平成１９年３月１日 

条例第８号 
 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1)・(2) （略） 

(3) 保有個人情報 個人情報保護条例第２条第５号に規定する保有個人情報をい

う。 

（所掌事務） 

第３条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 情報公開条例第２０条第１項に規定する審査請求に関して実施機関の諮問に

応じて調査審議し、答申すること。 

(2) 個人情報保護条例第３３条に規定する審査請求に関して実施機関の諮問に応

じて調査審議し、答申すること。 

(3)～(5) （略） 

 

（審査会の調査の権限） 

第８条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求に係る事件について諮問

をした実施機関（以下「諮問実施機関」という。）に対し、審査請求のあった裁

決に係る行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合にお

いては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開

示を求めることができない。 

２ （略） 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあっ

新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例 

平成１９年３月１日 

条例第８号 

 
 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1)・(2) （略） 

(3) 個人情報 個人情報保護条例第２条第１号に規定する個人情報をいう。 

 

（所掌事務） 

第３条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 情報公開条例第２０条に規定する不服申立てに関して実施機関の諮問に応じ

て調査審議し、答申すること。 

(2) 個人情報保護条例第３３条に規定する不服申立てに関して実施機関の諮問に

応じて調査審議し、答申すること。 

(3)～(5) （略） 

 

（審査会の調査の権限） 

第８条 審査会は、必要があると認めるときは、不服申立てに係る事件について諮

問をした実施機関（以下「諮問実施機関」という。）に対し、不服申立てのあっ

た決定に係る行政文書又は個人情報の提示を求めることができる。この場合にお

いては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は個人情報の開示を

求めることができない。 

２ （略） 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、不服申立てのあっ

2
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新 旧 

た裁決に係る行政文書又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により

分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、

審査請求人、参加人（行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第１３条第４

項に規定する参加人をいう。次条第２項及び第１３条第３項において同じ。）又

は諮問実施機関（以下「審査請求人等」という。）に意見書又は資料の提出を求

めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求める

ことその他必要な調査をすることができる。 

（意見の陳述等） 

第９条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口

頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がな

いと認めるときは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、

補佐人とともに出頭することができる。 

（意見書等の提出等） 

第１０条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができ

る。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、

その期間内にこれを提出しなければならない。 

 

 

 

（提出資料の写しの送付等） 

第１１条 審査会は、第８条第３項、第４項若しくは前条の規定による意見書又は

資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し（電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下こ

の項及び次項において同じ。）にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を

記載した書面）を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人

等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めら

れるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。 

２ 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧（電

磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの

の閲覧）又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者

の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなけ

れば、その閲覧又は複写を拒むことができない。 

３ 審査会は、第 1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧若しくは

た決定に係る行政文書又は個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類

又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、

不服申立人、参加人又は諮問実施機関（以下「不服申立人等」という。）に意見

書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述さ

せ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。 

 

 

（意見の陳述等） 

第９条 審査会は、不服申立人等から申出があったときは、当該不服申立人等に口

頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がな

いと認めるときは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、

補佐人とともに出頭することができる。 

（意見書等の提出等） 

第１０条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができ

る。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、

その期間内にこれを提出しなければならない。 

２ 審査会は、前項の規定により不服申立人等から意見書又は資料が提出された場

合には、不服申立人等（当該意見書又は資料を提出したものを除く。）にその旨

を通知するよう努めるものとする。 

（提出資料の閲覧） 

第１１条  

 

 

 

 

 

 

 

不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又

は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害

するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲

覧又は複写を拒むことができない。 

 

 

2
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新 旧 

複写をさせようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは複写に係る意見書又は

資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、

その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

４ 審査会は、第２項の規定による閲覧又は複写について、日時及び場所を指定す

ることができる。 

（調査審議手続の非公開） 

第１２条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。 

（答申） 

第１３条 （略） 

２ （略） 

３ 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参

加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

 

 

 

 

２ 審査会は、前項の規定による閲覧又は複写について、日時及び場所を指定する

ことができる。 

（調査審議手続の非公開） 

第１２条 審査会の行う不服申立てに係る調査審議の手続は、公開しない。 

（答申） 

第１３条 （略） 

２ （略） 

３ 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参

加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

 

 

第４条 新潟県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成１９年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第９号）の一部を次のように改正する。 

新 旧 

新潟県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例 

平成１９年３月１日 

条例第９号 

 
目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 個人情報の適正な取扱いの確保（第６条―第１２条） 

第３章 個人情報の開示請求等の権利 

第１節 開示請求権（第１３条―第２４条） 

第２節 訂正請求権（第２５条―第２８条） 

第３節 利用停止等請求権（第２９条―第３２条） 

第４章 審査請求等（第３３条―第３５条） 

第５章 雑則（第３６条―第４２条） 

第６章 罰則（第４３条―第４８条） 

附則 

 

（事案の移送） 

第２７条の３ 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報（情報提供等記録を除

く。）が第２２条の３第３項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他

新潟県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例 

平成１９年３月１日 

条例第９号 

 
目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 個人情報の適正な取扱いの確保（第６条―第１２条） 

第３章 個人情報の開示請求等の権利 

第１節 開示請求権（第１３条―第２４条） 

第２節 訂正請求権（第２５条―第２８条） 

第３節 利用停止等請求権（第２９条―第３２条） 

第４章 不服申立て等（第３３条―第３５条） 

第５章 雑則（第３６条―第４２条） 

第６章 罰則（第４３条―第４８条） 

附則 

 

（事案の移送） 

第２７条の３ 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報（情報提供等記録を除

く。）が第２２条の３第３項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他

2
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新 旧 

他の実施機関において訂正請求に対する決定等をすることにつき正当な理由が

あるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移

送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者

に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、

当該訂正請求についての訂正請求に対する決定等をしなければならない。この場

合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関

がしたものとみなす。 

３ （略） 

（訂正決定等の期限） 

第２８条 第２７条第１項及び第２項の決定（以下「訂正決定等」という。）は、

訂正請求があった日の翌日から起算して３０日以内にしなければならない。ただ

し、第２６条第３項において準用する第１４条第３項の規定により補正を求めた

場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ （略） 

 

（保有特定個人情報の利用停止等の請求） 

第２９条の２ （略） 

２ 第１３条第２項の規定は、利用停止等請求について準用する。 

 
第４章 審査請求等 

（審査請求があった場合の手続） 

第３３条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止等決定等又は開示請求、訂正

請求若しくは利用停止等請求に係る不作為について、行政不服審査法（平成２６

年法律第６８号）の規定に基づく審査請求があった場合は、裁決をすべき実施機

関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに審査会に諮問しなけ

ればならない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部

を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提

出されているときを除く。 

 

 

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正

をすることとするとき。 

 

他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当

該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することがで

きる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を

移送した旨を書面により通知しなければならない。 

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、

当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、

移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものと

みなす。 

３ （略） 

（訂正決定等の期限） 

第２８条 前条第１項及び第２項の決定（以下「訂正決定等」という。）は、訂正

請求があった日の翌日から起算して３０日以内にしなければならない。ただし、

第２６条第３項において準用する第１４条第３項の規定により補正を求めた場

合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ （略） 

 

（保有特定個人情報の利用停止等の請求） 

第２９条の２ （略） 

２ 第１３条第２項の規定は、利用停止請求について準用する。 

 

第４章 不服申立て等 

（不服申立てがあった場合の手続） 

第３３条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止等決定等について、行政不服審査

法（昭和３７年法律第１６０号）の規定に基づく不服申立てがあった場合は、決

定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに審

査会に諮問しなければならない。 

 

(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。 

(2) 決定で、不服申立てに係る開示決定等（開示請求に係る保有個人情報の全部

を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第３５条において同じ。）を取り

消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部を開示すること

とするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されていると

きを除く。 

(3) 決定で、不服申立てに係る訂正決定等（訂正請求に係る保有個人情報の全部

を訂正する旨の決定を除く。）を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係

る保有個人情報の全部の訂正をすることとするとき。 
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新 旧 

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用

停止等をすることとするとき。 

 

 

２ 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重

して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。 

３ 第１項の審査請求については、行政不服審査法第９条第１項、第１７条、第２

４条、第２章第３節及び第４節並びに第５０条第２項の規定は、適用しない。 

（諮問をした旨の通知） 

第３４条 前条第１項の規定により諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」と

いう。）は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 

(1) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人を

いう。以下この条及び次条第２号において同じ。） 

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止等請求者（これらの者が審査請求人又

は参加人である場合を除く。） 

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三

者（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） 

第３５条 第２１条第２項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場

合について準用する。 

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

(2) 審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する

旨の決定を除く。）を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨

の裁決（第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示し

ている場合に限る。） 

 

(4) 決定で、不服申立てに係る利用停止等決定等（利用停止等請求に係る保有個

人情報の全部の利用停止等をする旨の決定を除く。）を取り消し、又は変更し、

当該不服申立てに係る保有個人情報の全部の利用停止等をすることとすると

き。 

２ 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重

して、速やかに当該不服申立てに対する決定を行わなければならない。 

 

 

（諮問をした旨の通知） 

第３４条 前条第１項の規定により諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」と

いう。）は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 

(1) 不服申立人及び参加人  

 

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止等請求者（これらの者が不服申立人又

は参加人である場合を除く。） 

(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者（当

該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

（第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続） 

第３５条 第２１条第２項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場

合について準用する。 

(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定 

(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報

を開示する旨の決定（第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の

意思を表示している場合に限る。） 

 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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議案第５号関係 
 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の 

一部を改正する条例 

 

 

 

 



 



 

29 

 

議案第５号 新潟県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に

関する条例の一部改正について 

 

 

１ 一部改正の理由 

 

平成２８年４月１日に施行される地方公務員法及び行政不服審査法の一

部改正に伴う所定の改正を行うもの。 

 

２ 条例改正の概要 

 

  （１）人事評価制度の導入に伴う報告事項の改正 

 

  （２）公平委員会への報告事項に係る用語を改正 

 

３ 施行日 

  平成２８年４月１日 

議案第５号関係資料 



 

30 

 

 

 

 



議案第５号関係 

新潟県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例 
新旧対照表 

新 旧 

新潟県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

平成１９年３月１日 

条例第１１号 

 

（報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなけれ

ばならない事項は、職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（地方公務員

法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）を除く。

以下同じ。）に係る次に掲げる事項とする。 

(1) （略） 

(2) 職員の人事評価の状況 

(3) （略） 

(4) （略） 

(5) （略） 

(6) （略） 

(7) 職員の研修の状況 

(8) （略） 

(9) （略） 

 

（公平委員会の報告事項） 

第５条 前条の規定により、公平委員会に対し求める報告事項は、次に掲げる事項

とする。 

(1) （略） 

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

平成１９年３月１日 

条例第１１号 

 

（報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなけれ

ばならない事項は、職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（地方公務員

法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）を除く。

以下同じ。）に係る次に掲げる事項とする。 

(1) （略） 

 

(2) （略） 

(3) （略） 

(4) （略） 

(5) （略） 

(6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

(7) （略） 

(8) （略） 

 

（公平委員会の報告事項） 

第５条 前条の規定により、公平委員会に対し求める報告事項は、次に掲げる事項

とする。 

(1) （略） 

(2) 不利益処分に関する不服申立ての状況 

 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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議案第６号関係 
 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を 

改正する条例 

 

 

 

 



 



 

33 

 

議案第６号 新潟県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部改正について 

 

 

１ 一部改正の理由 

 

平成２８年４月１日に施行される地方公務員法の一部改正に伴う所定の

改正を行うもの。 

 

２ 条例改正の概要 

 

   条項名を改正 

 

３ 施行日 

  平成２８年４月１日 

議案第６号関係資料 



 

34 

 

 

 

 

 



議案第６号関係 
新潟県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

新旧対照表 

新 旧 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

平成１９年３月１日 

条例第１６号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５項

の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

平成１９年３月１日 

条例第１６号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第６項

の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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議案第７号関係 
 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の一部を改正する 

条例 

 

 

 

 



 



 

37 

 

議案第７号 新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の一部

改正について 

 

 

１ 一部改正の理由 

 

平成２８年４月１日に施行される地方公務員法の一部改正に伴う所定の

改正を行うとともに、新潟県の同規定との整合性をとる整備を行うもの。 

 

２ 条例改正の概要 

 

（１）条項名を改正 

 

（２）職員以外の者が広域連合の依頼に基づき出張した際の規定を追加 

 

（３）自家用車を使用した際の車賃規定を改定 

 

３ 施行日 

  平成２８年４月１日 

議案第７号関係資料 



 

38 

 

 

 

 



議案第７号関係 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 
新旧対照表 

新 旧 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例 

平成１９年３月１日 

条例第２０号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条の規定に

より準用する同法第２０４条第３項及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２４条第５項の規定に基づき、新潟県後期高齢者医療広域連合（以下「広

域連合」という。）の職員又は職員以外の者の旅費に関して必要な事項を定める

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁（常時勤務する在勤庁のない職員に

ついては、その住所又は居所）を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のた

め一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。 

(2)・(3) （略） 

２ （略） 

（旅費の支給） 

第３条 職員が出張した場合又は職員以外の者が広域連合の依頼に応じ、出張した

場合には、当該職員等に対し、旅費を支給する。 

２～７ （略） 

８ 第１項の規定により、職員以外の者が出張した際に支給する旅費については、

この条例による職員の旅費との均衡を考慮し規則で定める。 

（車賃） 

第１６条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用車を使用

して旅行した場合の車賃の額は、１キロメートルにつき２２円とする。この場合

において、公務上の必要により有料の道路、駐車場等を利用し、その料金を負担

するときの車賃の額は、その実費額を加算した額とする。 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例 

平成１９年３月１日 

条例第２０号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条の規定に

より準用する同法第２０４条第３項及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２４条第６項の規定に基づき、新潟県後期高齢者医療広域連合（以下「広

域連合」という。）の職員の旅費に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁（常時勤務する在勤庁のない職員に

ついては、その住所又は居所）を離れて旅行することをいう。 

 

(2)・(3) （略） 

２ （略） 

（旅費の支給） 

第３条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。 

２～７ （略） 

 

 

 

（車賃） 

第１６条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用車を使用

して旅行した場合の車賃の額は、１キロメートルにつき２０円とする。この場合

において、公務上の必要により有料の道路、駐車場等を利用し、その料金を負担

するときの車賃の額は、その実費額を加算した額とする。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 
 

3
9
 



 

 

 

 

 

 
 

4
0
 



 

 

 

 

 
 

 

議案第８号関係 
 

 

 

平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号） 

 

 



 



議案第８号関係資料

　議案第８号 平成27年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算

（第２号について）

【 補 正 額 】

【補正理由】

【歳入予算】 （予算書５頁及び６頁） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

 分担金及び
 負担金

974,316 △ 24,378 949,938 ・共通経費負担金

繰越金 77,563 36,830 114,393 ・前年度繰越金

諸収入 150,951 51 151,002 ・特別対策補助金精算金

補正されなかった款
にかかる額 94,934 94,934

歳入合計 1,297,764 12,503 1,310,267

【歳出予算】 （予算書７頁及び８頁） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

総務費 1,296,375 12,503 1,308,878 〇一般管理費

 ・償還金（H23-H26実績精算分）

　　医療財政調整交付金
　　（特別調整交付金）

 ・特別会計事務費繰出金

補正されなかった款
にかかる額 1,389 1,389

歳出合計 1,297,764 12,503 1,310,267

12,503千円　追加

12,503

8,272

説　明

医療財政調整交付金の精算及び給与改定に伴う特別会計事務費繰出金に係る
経費等について補正するもの

4,231

51

説　明

△ 24,378

36,830

41



42



　　　平成27年度  広域連合共通経費負担金内訳資料
（単位：千円）

補正前 補正額 補正後

1 新潟市 284,003 △ 4,999 279,004

2 長岡市 106,243 △ 2,855 103,388

3 三条市 40,820 △ 931 39,889

4 柏崎市 37,484 △ 1,105 36,379

5 新発田市 41,233 △ 1,074 40,159

6 小千谷市 17,900 △ 480 17,420

7 加茂市 14,843 △ 426 14,417

8 十日町市 27,581 △ 896 26,685

9 見附市 18,700 △ 408 18,292

10 村上市 30,351 △ 917 29,434

11 燕市 32,640 △ 595 32,045

12 糸魚川市 22,975 △ 706 22,269

13 妙高市 17,384 △ 542 16,842

14 五泉市 24,387 △ 796 23,591

15 上越市 78,695 △ 2,013 76,682

16 阿賀野市 20,394 △ 614 19,780

17 佐渡市 31,296 △ 1,236 30,060

18 魚沼市 19,215 △ 671 18,544

19 南魚沼市 26,187 △ 764 25,423

20 胎内市 15,187 △ 412 14,775

21 聖籠町 7,993 △ 158 7,835

22 弥彦村 6,274 △ 170 6,104

23 田上町 7,884 △ 168 7,716

24 阿賀町 9,695 △ 386 9,309

25 出雲崎町 5,555 △ 204 5,351

26 湯沢町 6,525 △ 158 6,367

27 津南町 8,255 △ 265 7,990

28 刈羽村 5,063 △ 144 4,919

29 関川村 6,122 △ 204 5,918

30 粟島浦村 3,434 △ 83 3,351

974,316 △ 24,378 949,938

974,316 △ 24,378 949,938

共通経費負担金

合　計

市町村

広域連合予算額

別紙（議案第８号参考資料） 
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議案第９号関係 
 

 

 

平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計 

補正予算（第２号） 

 

 



 



議案第９号関係資料

　議案第９号 　平成27年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

　特別会計補正予算（第２号）について

【 補 正 額 】

【補正理由】

【歳入予算】 （予算書５頁及び６頁） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

県支出金 21,615,844 △ 300,000 21,315,844 ・県財政安定化基金交付金

繰入金 2,986,586 8,272 2,994,858 ・事務費繰入金

繰越金 6,973,314 319,099 7,292,413 ・前年度繰越金

補正されなかった
款にかかる額 235,305,550 235,305,550

歳入合計 266,881,294 27,371 266,908,665

【歳出予算】 （予算書7頁から12頁） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

総務費 1,354,641 318,417 1,673,058 〇業務一般管理費

 ・派遣職員人件費等負担金

〇医療財政調整基金経費

 ・医療財政調整基金積立金

保険給付費 257,816,168 △ 300,000 257,516,168 〇療養給付費

 ・療養給付費

諸支出金 7,080,580 8,954 7,089,534 〇償還金

 ・保険料還付金

 ・医療財政調整交付金
　（H26特別調整交付金）

 ・還付加算金

補正されなかった
款にかかる額 629,905 629,905

歳出合計 266,881,294 27,371 266,908,665

8,954

27,371千円　追加

前年度繰越金の確定に伴う医療財政調整基金積立金の追加及び療養給付費の減額
等について補正するもの

説　明

8,272

319,099

7,800

554

600

△ 300,000

△ 300,000

説　明

8,272

310,145
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議案第１０号関係 
 

 

 

平成２８年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計予算 

 

 

 

 



 



平成２８年度予算における市町村共通経費負担金見込一覧
（単位：千円）

1 新潟市 285,893

2 長岡市 105,941

3 三条市 40,874

4 柏崎市 37,278

5 新発田市 41,151

6 小千谷市 17,850

7 加茂市 14,773

8 十日町市 27,344

9 見附市 18,744

10 村上市 30,161

11 燕市 32,836

12 糸魚川市 22,819

13 妙高市 17,258

14 五泉市 24,173

15 上越市 78,575

16 阿賀野市 20,268

17 佐渡市 30,802

18 魚沼市 19,001

19 南魚沼市 26,050

20 胎内市 15,139

21 聖籠町 8,029

22 弥彦村 6,255

23 田上町 7,906

24 阿賀町 9,539

25 出雲崎町 5,483

26 湯沢町 6,524

27 津南町 8,187

28 刈羽村 5,040

29 関川村 6,064

30 粟島浦村 3,434

合　計 973,393

連合予算額 973,393

№ 市町村名 共通経費負担金

別紙（議案第1０号参考資料） 
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議案第１１号関係 
 

 

 

平成２８年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算 

 

 

 

 



 



（単位：千円）

（保険料軽減分）
【B】

※保険基盤安定制度分

（徴収分）
【C】

1 新潟市 6,431,469 1,423,709 5,608,667

2 長岡市 2,232,721 584,978 1,780,289

3 三条市 814,555 229,566 646,201

4 柏崎市 814,522 201,069 610,264

5 新発田市 788,714 229,365 602,015

6 小千谷市 367,152 90,352 221,715

7 加茂市 279,279 75,716 187,208

8 十日町市 507,772 180,420 331,240

9 見附市 366,551 96,249 231,602

10 村上市 765,987 196,674 402,835

11 燕市 603,391 171,141 509,527

12 糸魚川市 522,362 127,622 374,484

13 妙高市 359,440 85,207 244,263

14 五泉市 477,336 144,385 284,509

15 上越市 1,726,197 429,287 1,281,990

16 阿賀野市 409,428 115,581 192,254

17 佐渡市 751,925 232,102 408,623

18 魚沼市 338,047 107,213 211,936

19 南魚沼市 487,306 138,809 311,266

20 胎内市 314,664 77,254 170,696

21 聖籠町 107,521 26,771 41,418

22 弥彦村 56,941 16,806 42,698

23 田上町 96,635 28,853 67,141

24 阿賀町 182,611 58,598 88,400

25 出雲崎町 58,468 17,829 34,599

26 湯沢町 64,961 20,107 65,283

27 津南町 127,500 39,928 69,287

28 刈羽村 44,229 10,061 27,164

29 関川村 96,198 24,354 30,625

30 粟島浦村 5,117 1,807 2,876

合　計 20,198,999 5,181,813 15,081,075

連合予算額 20,198,999 20,262,888

平成２８年度予算における市町村療養給付費負担金・保険料等負担金見込一覧

№ 市町村名
療養給付費負担金

【A】

保険料等負担金

別紙（議案第１１号参考資料） 
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